
お客さまが設置される太陽光発電設備（１０kＷ以上）から発生する電力を再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度における買取価格・買取期間にて当社へ売電することを希望される
場合は、設置する設備について経済産業大臣の認定を受けていただき、「再生可能エネル
ギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」をご承認のうえで、所定の様式によるお申
込みをお願いいたします。当社は、お申込み時にご提出いただいた書類にもとづき技術検討
を行ったうえで、電力受給契約（売電契約）を締結させていただきます。
つきましては、技術検討および電力受給契約締結に必要な申込書類および記入例について
ご案内いたしますので、ご一読のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

認証登録品以外の場合、および太陽光発電設備とその他の発電設備等
を併設される場合は、当社までお問い合わせください。

① 電気使用申込書

② 電力受給契約申込書

③ 低圧配電線への系統連系協議依頼票

④ 保護機能の整定範囲および整定値一覧表

⑤ 単線結線図（配線図）

⑥ 漏電遮断器の仕様がわかる資料

※単線結線図（配線図）に記載がある場合は省略可

⑦ 認証証明書（写）

⑧ 認定通知書（写）
※「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」における買取単価・買取期間を

適用するために必要（特例需要場所を設定する全量配線〔電気をご使用と
なっているご契約の他に再生可能エネルギー発電設備専用の配線にてご契約
するケース〕は申込時に必要）。

必要申込書類【認証登録品※の場合】
※認証登録品とは、財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の認証制度により

認証された系統連系用保護装置および系統連系用インバータ等を指します。

太陽光発電設備（１０ｋＷ以上）からの
電力受給に関する申込書類のご案内



①－１電気使用申込書 記入例

１ 電気使用申込書は電灯と動力で異なります。注

パワコンの型式、
容量

千代田 内幸 99 99 99

03 9999 9999

トウデン　タロウ

東電　 太郎

住宅 1 1 6

太陽光

11

３ １

３ 10 パワコン テプコ ＡＢＣ 0.4ｋＷ 200
2

レ

３ Ａ ３ ３ ３ ３

TEPCO建設（株）

03-7777-7777

東町

11

左下の担当へ

NO.1234

銀座　0000

テプコ電設（株）

千代田区内幸町11-11-11

03-1111-1111

分　電

090-XXXX-XXXX

「新設」以外の場合、引込口
配線の改修の有無についてご
記入ください。

ご使用場所以外に電気ご使用量の
お知らせを配付できない場合は、
必ずご記入ください。
（例：駐車場・自動販売機など）

連絡事項等欄については、調査の希望時間帯、事前連
絡の希望有無などについてご記入ください。

工事用臨時契約の有無・同時撤去の要
否を必ずご記入ください。

連系希望日を必ずご記入く

ださい。

太陽電池出力とインバータ出力のう
ち、小さい値をご記入ください。

50 2

0.4Ｗ

パワコンの型式は必ずご記入ください（パワコン
の電気の使用契約が必要なため，電気を使用する
際の入力電力がわかる資料のご提出をあわせてお
願いいたします）。



①－２電気使用申込書（引込線関係協議票） 記入例

２

0.04

Ｗ



②電力受給契約申込書 記入例

３

5,500W 5,500W

5, 700W 5, 700W

９９－９９－９９

東京 内幸町１１－１１－１１

０３－９９９９－９９９９

０３－１１１１－１１１１テプコ電設（株）　　分電　太郎

１１，０００

5,500

5,700

5,500

5,500

5,700

5,500

〔記入例の場合〕

５，５００Ｗ＋５，５００Ｗ＝１１，０００Ｗ

＝１１．０kW

５，７００Ｗ

５，５００Ｗ

５，７００Ｗ

（ (1)～(2) ）

５，５００Ｗ



③低圧配電線への系統連系協議依頼票 記入例

４

小出力発電設備に該当しない場合はご記入が必要です。
（例）Ｏ出力５０ｋＷ以上の太陽光発電設備

Ｏ出力２０ｋＷ以上の風力発電設備
Ｏ出力１０ｋＷ以上の燃調電池発電設備 など

停電時に、当該発電設備に
より発電した電力を非常用
電源として使用するための
機能です。

認証登録品については、一
般的にパワーコンディショナ
に内蔵されています。

必ず定格出力を
ご記入ください
※認証証明書に
おける最大出力
と相違している
場合は，定格出
力の記載のある
資料の提出をお
願いいたします。



④保護機能の整定範囲および整定値一覧表 提出用紙例

５

●本資料については、当社より配布している様式へご記入いただくか、メーカー等から入手
した同内容が記載された資料のご提出をお願いいたします。

●当社様式へご記入いただく場合，「申請整定値」は、メーカー出荷整定値および系統連系
規程を参考にご記入ください。「整定範囲」は、認証証明書等を参考にご記入ください。



⑤単線結線図（配線図）
⑥漏電遮断器の仕様がわかる資料
※単線結線図（配線図）に記載がある場合は省略可

記入例

⑦認証証明書（写） 提出用紙例

６

スマートメーター展開に伴う取扱いについては，Ｐ１０～１１をご確認ください。

いたします。

認証取得者
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
氏　名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証製品製造者
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
氏　名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証製品を製造する工場
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
工場名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証登録番号　 ：　Ｐ－○○○○
認証登録年月日　 ：　平成XX年XX月XX日
有効期限　 ：　平成XX年XX月XX日
試験成績書の番号 ：　○○ＪＥＴ○○号

平成XX年XX月XX日

小型分散型発電システム用系統連系装置
認証証明書（最新版）

記

２０XX年XX月XX日付け（受付番号Ｐ○○－○○号）で認証証明書最新版の申込みのありました下記の製品
小型分散型発電システム用系統連系装置等のＪＥＴ認証業務規程第７条２項の規程により、下記のとおり発行

本資料は、製造者もしくは販売店等より入手のうえ、添付ください。

引込線取付点
太陽光発電

電力会社
供給用メーター

Wh ELCB

ﾊﾟﾜｰ
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ

主開閉器
またはＳＢ

Wh

お客さま
発電用スマートメーター

ELCB

負荷設備へ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

【例：全量配線スマートメーター設置の場合】
漏電遮断器については，以下の仕様を記載ください。
極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等），定格電流，定格感度電流，
逆接続可能型等の表記

（留意事項）

※単線結線図（配線図）は「施工証明書兼お客さま電気設備
図面」等にご記入ください。



⑧認定通知書（写） 提出用紙例

７

●再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取価格・買取期間の適用を受けるためには、設置
する設備について経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

【認定にかかる手続き・お問い合わせ窓口はこちら】
◆50kW未満の太陽光発電設備の場合
インターネットにより、設備認定サポートシステム（ http://www.fit.go.jp/）を通じて手続きいただけます。
※インターネット環境をお持ちでない場合は以下の窓口へお問い合わせください。

一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP－AC)

〔電話〕0570－03－8210 〔受付時間〕平日 9：20 ～17：20

◆その他の再生可能エネルギー発電設備の場合
申請書類は以下までご郵送ください。なお、申請書類は関東経済産業局ホームページより入手いただけ
ます。

関東経済産業局資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
〔住所〕〒330－9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館８階
〔URL〕http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/energykaitori/kaitori_setsubinintei.html

※ご不明な点等がございましたら、以下へお問い合わせください。
【資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室】
〔電話〕0570-057-333 〔受付時間〕平日9:00～20:00 ※PHS、IP電話からは06-7636-2168へおかけください。

●特例需要場所を設定する場合（Ｐ６の配線図のとおり、電気をご使用となっているご契約の他に再生可能
エネルギー発電設備専用の引込線（全量配線）でご契約するケース）は、お申込みの際に認定通知書（写）
のご提出が必須となります。
※ 特例需要場所を設定しない場合で，申込み時にご提出できなかったときも、再生可能エネルギーの
固定価格買取制度における買取価格・買取期間を適用するために必要であることから、すみやかに
ご提出いただきますようお願いいたします。



○よくある問い合わせ等

８

余剰配線と全量配線との違いは？

余剰配線は､同一構内（もしくは建物内）で自家消費したうえで余りの電力を当社が買い取
る配線形態です。一方､全量買取制は､同一構内（もしくは建物内）において、再エネ発電設
備で発電した電力を専用の引込線により当社が買い取る配線形態です。

余剰配線

対象設備については、基本的に出力１０kW未満の太陽光発電設備となります。

※出力１０kW以上の太陽光発電設備であっても余剰配線をご希望であれば選択可能です。

＜参考：メーター付近の配線の施工について＞

発電用メーター
な東京電力の所
有とし，お客さ
ま

発電用メーターは、東京電力の所有
とし、お客さまのご負担により、東京
電力が取り付けるものといたします。

パワーコンディショナの
主な機能

●インバーター
太陽光電池パネルがつくった
直流電気を家庭で使えるよう
に交流電気に変換します。

●電圧上昇抑制機能
太陽光の発電出力を抑制し、
電圧を適正に維持します。



９

電力会社への工事費負担金はかかるの？

次の場合には、当社はその工事費を原則として、工事着手前に申し受けます。

① 売電量を計量する為の計量器設置工事費

② 発電量を当社系統へ送電するための引込線等の当社設備の工事費

③ その他、当社系統の安定供給の確保・保安のための設置工事費

全量配線

対象設備については､基本的に出力１０kW以上の太陽光発電設備となります。
※低圧電線路に系統連系する場合は原則、電気をご使用となっているご契約との共同引込み（Ｙ字分岐）で

引込線を施設いたします。なお，高圧で電気をご使用いただいている場所で低圧電線路に系統連系する場合

等，連系する配電線路の電圧が異なる場合には別に引込線を施設いたします。

※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に定める複数太陽光発電設備

設置事業を営む方が認定を受けた出力１０ｋＷ未満の太陽光発電設備（いわゆる「屋根貸し事業」）は，太陽光１０

ｋＷ以上とみなされ，全量配線も可能です。

※ パワーコンディショナなどが定額電灯の場合や 契約電力が発電出力と比較して
著しく小さい場合には，供給用メーターは設置いたしません。

全量配線の場合でも､パワーコンディショナ等の電気の使用契約が
必要となります（毎月電気料金がかかります）。



１０

○スマートメーター展開に伴う取扱い
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